
 

 

 

 

 

  

 

令和 4 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において、

継続雇用者給与総額の対前年度増加率が３％以上等の要件を満たす法人に対して、雇用者全

体の給与総額の増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとされました。 

 【改正前】 【改正後】 

 

 

 

 

 令和 4 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から、外形標準課税対象法人（資本金 1 億円

超の法人）の法人事業税所得割について、標準税率が 1.0％とされます。 

 

 所得区分 

800 万円超の金額 400 万円超 

800 万円以下の金額 

400 万円以下の金額 

改正前 
1.0％ 

（3.6%） 

0.7% 

（2.52%） 

0.4％ 

（1.44%） 

改正後 
1.0% 

（3.6%） 

（注）括弧内は特別法人事業税相当分を含む税率 

 

 

 

 

 

【要件】（法人税と同様） 

継続雇用者の給与総額：対前年度増加率 3%以上

（※）資本金 10 億円以上、かつ、常時使用従業員数 1,000 人以上の

大企業については、従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣

言していることが要件とされています。 

【控除額】 

雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 

【要件】（法人税と同様） 

新規雇用者の給与総額：対前年度増加率 2%以上 

 

【控除額】 

新規雇用者の給与総額 

（雇用者全体の給与総額の対前年度増加額が上

限） 

Ⅱ 大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し 

令和 4年度税制改正について 

（法人県民税、法人事業税、特別法人事業税） 

山形県税政課 

Ⅰ 法人事業税付加価値割における賃上げへの対応について 



 

 

 

 

 令和 4 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から、ガス供給業に係る法人事業税の収入金

額課税の見直しが行われます（一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業は除く）。 

（１）導管部門の法的分離の対象となる法人等 

⇒課税方式について、その 4 割を見直し、付加価値割及び資本割を組み入れる。 

 

（２）（１）以外の法人 

⇒他の一般の事業と同様とする。（※下図参照） 

【改正前】                     【改正後】※資本金 1 億円超の法人の場合 

 

 

 

 

 

※括弧内は特別法人事業税の税率  

付加価値割 1.2% 
所得割 

1.0%(260%) 
資本割 0.5% 

Ⅲ ガス供給業に係る法人事業税の収入金額課税の見直し 

収入割 1.0％(30%) 


